
令和８年度白鷹町新規就農者育成支援事業補助金交付要綱 

 

（目的及び交付） 

第１条 町長は、令和８年度白鷹町新規就農者育成支援事業実施要綱（以下「実施

要綱」という。）に定める事業主体が実施要綱に基づき事業を実施する場合におい

て、白鷹町補助金等の適正化に関する規則（昭和５２年規則第５号。以下「規則」

という。）及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で事業主体に対し補

助金を交付する。 

（交付の対象者及び補助金の額） 

第２条 事業主体及び補助金の額は実施要綱別表１のとおりとする。 

２ 前項で算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるも

のとする。 

（補助金交付申請） 

第３条 規則第４条の規定により補助金の交付申請をするときは、令和８年度白鷹

町新規就農者育成支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、事業計画書（様

式第２号又は様式第２－１号）を添付の上、町長に提出しなければならない。 

（条件） 

第４条 規則第６条第１項ア及びイに定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の

変更とする。 

（１）事業主体の変更 

（２）事業に要する経費の２０％を超える増減 

（３）住所の変更 

２ 規則第６条の規定により町長の承認を受けようとするときは、令和８年度白鷹

町新規就農者育成支援事業変更（中止）承認申請書（様式第３号）を提出しなけ

ればならない。 

（実績報告） 

第５条 規則第１３条の規定により実績の報告をするときは、令和８年度白鷹町新

規就農者育成支援事業実績報告書（様式第４号）に事業成績書（様式第２号又は

様式第２－１号）を添付のうえ、補助事業完了後２０日を経過する日、又は 

令和９年３月３１日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。 

 



（補助金の交付時期） 

第６条 町長は、規則第１４条の規定により補助金の額が確定した後に支払うもの

とする。ただし、実施要綱別表１の（１）のア、（２）、（３）の事業を実施する場

合、第３条に規定する交付申請時において、町長が必要と認めるときは、補助金

の概算払い（別表１の（１）のアの場合は半期分）をすることができる。 

２ 前項の規定により補助金等の支払を受けようとする事業主体は、令和８年度 

白鷹町新規就農者育成支援事業補助金概算（精算）払請求書（様式第５号）を 

町長に提出しなければならない。 

（関係書類の保管） 

第７条 事業主体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、 

当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を

事業完了後５年間保管しなければならない。 

（財産処分の制限） 

第８条 規則第２１条の規定により町長の承認を受けようとする場合は、令和８年

度白鷹町新規就農者育成支援事業財産処分承認申請書（様式第６号）を提出しな

ければならない。 

（補助金の返還等） 

第９条 実施要綱第６条の規定に該当する場合の補助金の返還額は、補助事業等に

より取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について（平成２０年

５月２３日２０経第３８５号）の例によるものとする。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は令和８年４月１日より適用する。



様式第１号 

  年  月  日 

白鷹町長  殿 

 

申請者 住  所 白鷹町大字 

 氏  名 

 

 

（署名又は記名押印） 

 電話番号  

 

令和８年度白鷹町新規就農者育成支援事業補助金交付申請書 

 

令和８年度において標記事業について、令和８年度新規就農者育成支援事業 

補助金        円を交付されるよう白鷹町補助金等の適正化に関する規則

第４条及び令和８年度白鷹町新規就農者育成支援事業補助金交付要綱第３条の 

規定により、関係書類を添付して申請します。 

 

 

記 

 

 

 １ 補助金の概算払いの有無    有   無   

    （どちらかを〇で囲む） 

 

２ 概算払を必要とする理由 

 

  ３ 事業種別           定住支援事業 

  農業用物件等導入支援事業 

    雇用促進支援事業 

（いずれかを〇で囲む） 



様式第２号（定住支援事業関係） 

 

事 業 計 画 （成績） 書 

 

申請者 

氏  名    

生年月日     年    月    日 

住  所 白鷹町大字 

賃貸住宅名  

本  籍  

前住所地  

就農（又は雇用、研修）開始時期  

    年   月   日から 

居住開始時期    年   月   日から 

 

 

契約相手 

 

住 所  

氏 名  

賃借料又は 

住宅購入費 
               円 

添付書類  住居賃貸借契約書（賃貸料補助の場合のみ） 

      売買契約書（住宅購入の場合のみ） 

住民票（本籍地及び前住所地の入っているもの） 

領収書又は支払の確認できる書類（実績報告時） 

農業経営計画 

注）前年度において、本事業による補助金の交付を受け、引き続き本事業に申請する者は、前

年度の補助金の額の確定通知をもって、添付書類（住民票を除く）に代えることができるも

のとする。 



様式第２－１号（農業用物件等導入支援事業、雇用促進支援事業関係） 

 

事 業 計 画 （成績） 書 

 

事業内容 事業量 事業費 

財源内訳 工期 

備考 
町補助金 その他 

着
工
（
予
定
）

年
月
日 

完
了
（
予
定
）

年
月
日 

        

合計       

添付書類 機械・施設等の見積書・カタログ等（交付申請時） 

町外からの転入者であることが確認できる書類（交付申請時） 

納品書・物件購入契約書・領収書等支払の確認できる書類（実績報告時） 

保険等の加入が確認できるもの（車両導入の場合）（実績報告時） 

農業経営計画 



様式第３号 

  年  月  日 

白鷹町長  殿 

申請者 住  所 白鷹町大字 

 氏  名 

 

 

（署名又は記名押印） 

 電話番号  

 

令和８年度白鷹町新規就農者育成支援事業変更（中止）承認申請書 

 

     年   月   日付け指令第   号により補助金の交付の決定の

通知があった標記事業について、下記のとおり計画を変更（中止）したいので、 

白鷹町補助金等の適正化に関する規則第６条及び令和８年度白鷹町新規就農者 

育成支援事業補助金交付要綱第４条の規定に基づき、承認を申請します。 

記 

１ 変更（中止）の理由及び内容 

 

２ 事業の内容及び経費の配分 

別紙のとおり（様式第２号） 

（注）１ 様式第２号又は様式２－１号は、事業の内容及び経費の配分について、変更内容が比較

対照できるように変更前と変更後を二段書きするものとし、変更前を上段に括弧書きに

すること。 

２ 補助金の額が増額する場合には、件名の「令和８年度白鷹町新規就農者育成支援事業変

更（中止）承認申請書」を「白鷹町新規就農者育成支援事業変更承認及び追加交付申請

書」とし、本文中の「下記のとおり計画変更をしたいので、白鷹町補助金等の適正化に

関する規則第６条及び令和８年度白鷹町新規就農者育成支援事業補助金交付要綱第４条

の規定に基づき、承認を申請します。」を「下記のとおり計画変更をしたいので、白鷹町

補助金等の適正化に関する規則第６条及び令和８年度白鷹町新規就農者育成支援事業補

助金交付要綱第４条の規定に基づき、補助金○○○円を追加交付されたく申請します。」

とすること。 



様式第４号 

  年  月  日 

白鷹町長  殿 

 

申請者 住  所 白鷹町大字 

 氏  名 

 

 

（署名又は記名押印） 

 電話番号  

 

令和８年度白鷹町新規就農者育成支援事業実績報告書 

 

  年  月  日付け指令第   号をもって令和８年度新規就農者育成

支援事業補助金の交付の決定の通知があった標記事業について、白鷹町補助金等の

適正化に関する規則第１３条及び令和８年度白鷹町新規就農者育成支援事業補助金

交付要綱第５条の規定により、その実績を関係書類を添付して報告します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５号 

  年  月  日 

 

白鷹町長  殿 

 

請求者 住  所 白鷹町大字 

 氏  名 ㊞ 

 電話番号  

 

令和８年度白鷹町新規就農者育成支援事業補助金精算（概算）払請求書 

 

  年  月  日付け指令第  号をもって交付決定（  年  月  

日付第  号をもって計画変更の承認）のあった標記事業について、補助金の 

精算払（概算払）を受けたいので、令和８年度白鷹町新規就農者育成支援事業 

補助金交付要綱第６条第２項の規定により下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１．精算払（概算払）請求金額              円 

（２．概算払を必要とする理由） 

 

 

３．振込先    金融機関名              支店 

預金種類               預金  

口座番号 

口座名義 



様式第６号 

年  月  日 

 

白鷹町長     殿 

申請者 住  所 白鷹町大字 

 氏  名 

 

 

（署名又は記名押印） 

 電話番号  

 

令和８年度白鷹町新規就農者育成支援事業財産処分承認申請書 

 

令和８年度白鷹町新規就農者育成支援事業補助金により取得し又は効用の増加し

た財産について、白鷹町補助金等の適正化に関する規則第２１条の規定に基づき、

下記のとおり処分したいので、令和８年度白鷹町新規就農者育成支援事業補助金交

付要綱第８条の規定により、承認申請します。 

なお、本申請の承認後、当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとす

る場合、当該承認に付された条件を満たすことが出来なくなった場合又は当該財産

処分を取りやめることにより補助目的に従った補助対象財産の使用を継続しようと

する場合には、速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。 

記 

１ 処分の理由及び今後の利用方法等 

（１）処分を行う理由 

（２）今後の利用方法（処分区分） 

２ 処分の対象財産 

（１）財産の名称、所在、型式、数量 

（２）事業費、補助金額 

（３）耐用年数（処分制限期間）、経過年数 

（４）現況図面又は写真（添付） 

３ 処分予定年月日 

４ その他参考資料 


